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新型コロナウイルス感染症に伴う対応について 

１．４月以降の市主催イベント等の開催、公共施設等の再開について＜市の方針＞ 

(１)市で作成したチェックシートにより、十分に検討を行い、イベントの開催及び各

公共施設の再開を慎重に判断する。

(２)市が後援等をするイベントについては、政府の専門家会議の提言や本市の方針等

を踏まえ、主催者に開催の可否について十分に検討していただく。

２．春休み、新年度の市立小中学校の対応について 

(１)春休みについて
・放課後児童クラブは通常の春休みと同じ対応になります。

・中学校では、部活動を単位として、３月２５日（水）より短時間の活動を注意点

に留意し、各学校の計画のもと実施しています。

(２)新年度行事等について
・始業式は４月６日（月）に、修了式同様に縮小等検討して実施します。

・入学式については、卒業式と同様の対応で実施します。

小学校・・・４月９日（木）、 

中学校・・・４月８日（水） 

・運動会、体育祭、林間学園は中止とします。

・修学旅行については、延期を含め検討していきます。

・給食については、早い学校で４月８日（水）から実施します。

(３)その他
・児童生徒の健康状態については、健康観察カードを継続して行い登校時に

持参させます。

・児童生徒や家族が発熱している場合、登校を控えさせます。

３．マスク・アルコール消毒液の配布について 

(１)医療行為が必要でかつ重症化の懸念がある、介護・高齢者・障害者関連施設へ

配布します。

  【一般用マスク １２，０００枚】 

(２)市内の５２人の医療的ケア児へ配布します。

【アルコール消毒液 ５２本（県からの提供１９本含む）】

(３)市内の保育園・こども園・幼稚園に入園式等への対応用として配布します。

【子ども用マスク ４，０００枚、一般用マスク ４，０００枚】

【アルコール消毒液 ９４本】

【問い合わせ先】 

健康福祉部健康福祉政策課 ☎０４７－７０４－００５５

学校教育部学務課 ☎０４７－３６６－７４５７

（運動機会確保について）は、指導課 ☎０４７－３６６－７４５８
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